
１　総括１　総括１　総括１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）(1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）（２）職員給与費の状況（普通会計決算）（２）職員給与費の状況（普通会計決算）（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、２７年４月１日現在の人数である。２７年４月１日現在の人数である。２７年４月１日現在の人数である。２７年４月１日現在の人数である。
      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。

(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）(3) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差に

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　３　平成25年度は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値である。

(４) 給与制度の総合的見直しの実施状況について(４) 給与制度の総合的見直しの実施状況について(４) 給与制度の総合的見直しの実施状況について(４) 給与制度の総合的見直しの実施状況について

なし

平均引下げ率　２％
平成27年4月1日から実施
激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３１日まで）の経過措置（現給補償）を実施。

③その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成27年4月1日実施）

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組むものと
されている。

①給料表の見直し

※　○年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、③100を超えている場合につい

実 質 収 支

547,323161 202,864

千円

　　計　　Ｂ

　　て、その理由及び改善の見込み

　　　　よる影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

1,103,419

千円

人 千円

給　 料 職員手当

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　　　　　Ａ

　　　　　千円千円
27年度

区　　分

9,260,528
27年度

人

区　　分
職員数

千円

16,293

歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　（28年3月31日）

市川三郷町の給与・定員管理等について市川三郷町の給与・定員管理等について市川三郷町の給与・定員管理等について市川三郷町の給与・定員管理等について

（参考）

（市川三郷町人事行政の運営等の状況報告）

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ

千円

期末・勤勉手当

平成２８年版

人 件 費 人 件 費 率

787,618

12.7

%千円

1,175,140

一人当たり

%

26年度の人件費率

14.1

千円

4,892 5,602

一人当たり給与費給与費 B/A

（参考）類似団体平均

37,431

（５） 特記事項（５） 特記事項（５） 特記事項（５） 特記事項

②地域手当の見直し

該当なし

該当なし

H25.4.1

95.1

H25.4.1

96.2 H25.4.1

95.4

H26.4.1

95.7

H26.4.1

96.1 H26.4.1

95.6H27.4.1

95.4

H27.4.1

96.3
H27.4.1

95.8

H28.4.1

95.6

H28.4.1

96.3
H28.4.1

96.3

90

95

100

105

市川三郷町 類似団体平均 全国町村平均
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(１) 職員の平均年齢、平均給料月額、及び平均給与月額の状況（平成28年4月1日現在）(１) 職員の平均年齢、平均給料月額、及び平均給与月額の状況（平成28年4月1日現在）(１) 職員の平均年齢、平均給料月額、及び平均給与月額の状況（平成28年4月1日現在）(１) 職員の平均年齢、平均給料月額、及び平均給与月額の状況（平成28年4月1日現在）
①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

参　　考

A/B

－

－

－

－

－

－

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成25～27年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

③看護・保健職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

（2) 職員の初任給の状況（２８年４月１日現在）（2) 職員の初任給の状況（２８年４月１日現在）（2) 職員の初任給の状況（２８年４月１日現在）（2) 職員の初任給の状況（２８年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２８年４月１日現在）（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２８年４月１日現在）（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２８年４月１日現在）（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２８年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

－

375,388

対応する民間の
類似職種

373,183402,908

303,091

203,500

335,155

－－

-

－

－－

－

－ － －

－ －

－

－－

－ 410,984

--

平均給与月額
（国ベース）

-

民　　　間

-

－ －

－

平均給与月額（B)

（国ベース）

平均年齢

277,552円 265,675円

区　　分

266,575円

う ち 学 校 給 食 員

市川三郷町 4人

平均給料月額

公　　務　　員

経験年数２０年

市川三郷町

176,700

144,600

269,728

-

-

310,283円

-

-

平均給与月額（国ベース）

265,071

-

平均給与月額

公務員（C）

う ち 自 動 車 運 転 手 －

民間（D）

参　考

区　　分

類似団体

C/D

国

山梨県

48.8歳

287,447円

350,041円

－2,876人

287,016円9人

51.3歳

平均給与月額

346,820

国

351,170

-

144,600

293,050

314,264

398,661円

年収ベース（試算値）の比較

-

平均年齢 職員数

297,782円

-

平均給与月額
平均給料月額

50.4歳 329,358円

184,800

-

41.6

山梨県

類似団体

41.3

国 331,816

山梨県

区　　分 平均年齢

43.6

49.5歳

43.2

-

-

116人

322,611

416,160

306,057

307,088 329,459

376,438円

山梨県

市川三郷町 33.1 260,814

市川三郷町

う ち 学 校 給 食 員

う ち 自 動 車 運 転 手

平均給料月額

-

-

-

319,800

経験年数１５年

-

-

--

212,100

-

176,700大　学　卒

     -

273,664

経験年数１０年

大　学　卒

150,500

区　　分 平 均 年 齢

一般行政職

国

高　校　卒

類似団体 41.8

区　　　　　分

46.9

42.5

大　学　卒

225,567

中　学　卒

-

-

看護・保健職

-

-
技能労務職

142,000

大　学　卒

高　校　卒

134,000

-

看護・保健職

中　学　卒

153,000高　校　卒
技能労務職

一般行政職
高　校　卒

区　　　　分

135,500

市川三郷町

－ 0人

336,665

-

平均給与月額
（A）

0人

353,782

329,129
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３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２８年４月１日現在）（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２８年４月１日現在）（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２８年４月１日現在）（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２８年４月１日現在）

（注）１　市川三郷町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（2)昇給への勤務成績の反映状況（2)昇給への勤務成績の反映状況（2)昇給への勤務成績の反映状況（2)昇給への勤務成績の反映状況

円 円

円

246,100

259,900 379,800

391,800

円

317,000

%

円

課長

303,000

15.8

10.5

%

構成比

円

409,000

140,100

職員数

17

標準的な職務内容

人

1　　級
21

4　　級

5　　級 主幹係長・課長

円

226,400

円 円

14

主事・主事補

主任

人

主査・主査係長

%

34

2　　級

人

3　　級

主幹・主幹係長

6　　級
4

25.6 286,200

人

190,200

%

43

12.8

%

32.3

区　　分

人

最高号給の
給料月額

円

%

348,800

１号給の
給料月額

円

円

人

3.0

○  イ　人事評価を実施した

国市川三郷町
平成28年4月2日から平成29年4月1日

までにおける運用

 標準に加え、上位の区分も適用

○
 標準に加え、上位及び下位の区分
も適用

○

一般職員管理職員

○

 標準に加え、下位の区分も適用

○ ○ 標準の区分のみ適用

  ロ　人事評価を実施していない

一般職員
特定管理

職員

１級

15.8%
１級

12.2%

１級

10.1%

２級

10.5%
２級

11.5% ２級

8.1%

３級

12.8%
３級

13.7%

３級

28.4%

４級

32.3%
４級

32.8%

４級

18.9%

５級

25.6%
５級

25.2%
５級

30.4%

６級

3.0%
６級

4.6%

６級

4.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成28年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当（1) 期末手当・勤勉手当（1) 期末手当・勤勉手当（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（27年度支給割合） （27年度支給割合） （27年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への勤務成績の反映状況

（2) 退職手当（２８年４月１日現在）（2) 退職手当（２８年４月１日現在）（2) 退職手当（２８年４月１日現在）（2) 退職手当（２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、24年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当(3) 地域手当

該当なし

 (4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当(4) 特殊勤務手当

支給職員1人当たり平均支給年額（２７年度決算）

１回　　500円

手当の種類（手当数）

休日勤務手当・夜間勤務手当
夜間勤務

41.325

1.06%

市川三郷町

25.55625

2.60

１人当たり平均支給額（27年度）

1.60

市川三郷町

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.60

0.75

―

山梨県 国

18,362

１人当たり平均支給額（27年度）

1.45

2.60

職制上の段階、職務の級等による加算措置

49.590

20.445

・定年前早期退職特例措置　（2％～20％）

953

・役職加算5～20％　・管理職加算10～25％

34.5825

20.445

41.325

・定年前早期退職特例措置　（2％～45％）

49.590

1

49.590

支給実績（２７年度決算）

29.145

1.60

1.45

1.60

174千円

主な支給対象業務

１回　1,000円

1,570

主な支給対象職員

49.590

国

25.55625

休日勤務

49.590

34.5825

職制上の段階、職務の級等による加算措置

29.145

職員全体に占める手当支給職員の割合（２７年度）

手当の名称 左記職員に対する支給単価

49.590

訪問看護ステーション業務
に従事した職員

87,000円

  ロ　人事評価を実施していない

1,319

 標準の成績率のみ適用 ○ ○

0.75

 標準に加え、上位の成績率も適用

 標準に加え、下位の成績率も適用

0.75

 標準に加え、上位及び下位の成績
率も
 適用

○ ○

  イ　人事評価を実施した ○ ○

・役職加算5～20％　・管理職加算10～25％役職加算5～15％

平成28年度中における運用

市川三郷町 国

管理職員 一般職員
特定管理

職員
一般職員

1.50
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 (5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当(5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成26年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数（管理職員等、制度上時間外勤務

（6) その他の手当（２８年４月１日現在）（6) その他の手当（２８年４月１日現在）（6) その他の手当（２８年４月１日現在）（6) その他の手当（２８年４月１日現在）

円

配偶者

支給職員１人当たり

17,485

（27年度決算）

17,999千円

支給実績
（27年度決算）

222,212円

294,000円

250,685円7,521千円

4,620

60㎞～

55㎞～60㎞

千円

52,081円

5,880千円

25,666

住居手当

90職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 27 年 度 決 算 ）

95

特定期間の加算

との異同

扶養手当
1人（配偶者なし）

5,000円

13,000円

6,500円

同

1.職員の居住する借家・借間自ら
居住するための住宅を借り受け、
現に当該住宅に居住し、月額
12,000円を超える家賃を支払って
いる職員

40㎞～45㎞

25㎞～30㎞

（家賃-
23,000円）×
1/2＋11,000
円

10㎞～15㎞

35㎞～40㎞

家賃-12,000
円

24,400円

手　当　名 内容及び支給単価 平均支給年額

16,418

10,000円

27,000円

支 給 実 績 （ 26 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 26 年 度 決 算 ）

同

同
11,000円

26,200円

家賃55,000円以上

2.自動車等の使用者通勤のため
に自動車等の使用を常例とする
こと、徒歩により通勤するものとし
た場合の通勤距離が片道2㎞以
上であること

家賃23,000円以下

家賃23,000円を超え
55,000円未満

1人（配偶者非扶養）

5,573千円

国の制度と

15㎞～20㎞

7,100円

20㎞～25㎞

～5㎞ 2,000円

31,600円

5㎞～10㎞

管理職手当 同

1.交通機関等の利用者通勤のた
めに交通機関等の利用を常例と
すること、運賃等の負担を常例と
すること、徒歩により通勤するも
のとした場合の通勤距離が片道2
㎞以上であること運賃等相当額
が55,000円以下については運賃
等相当額

15,800円

28,000円

18,700円

50㎞～55㎞

29,800円

異なる内容
国の制度

支 給 実 績 （ 27 年 度 決 算 ）

通勤手当

12,900円

30㎞～35㎞

21,600円

4,200円

宿日直手当

45㎞～50㎞

手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

5



５　特別職の報酬等の状況（２８年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（２８年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（２８年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（２８年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （支給時期）

給料月額×42/100×在任月数 任期毎

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

[ 231 ］[ 387 ］ [ 387 ］ [ 387 ］ [ 387 ］

△ 1

[ 387 ］

19

-

1645

34

退職不補充（臨時職員対応）

2

2120

48

307

44

184

164

11

0

4

11 11

32

-

23 19

138 25

7

45 16

7 7

152 142

319 321 312

146147

26

94 90

２８年

機構改革に伴う機能分散による減

0

 対前年増減数 主な増減理由

2

11

２５年

51

11

290,000

2

1

△ 150

230,000375,000

543,200

180,000

850,000

商工観光課新設による増

12

3

0

固定資産税の算定見直し業務に伴う増

[ 231 ］

保育士不足年代部分補充による増

育児休業職員不補充（臨時職員対応）

2

19

25

[ 232 ］

12

54

11

職員数

２２年

2

18

-

16

310,000

２３年

157,000

31

２４年２１年

2

２７年

2

157,000

2

給 料 月 額 等

2 2

0

4

52

14

24

52

4

23 21

140

25

33

173

11

32

149

148

（参考）類似団体における最高／最低額

11

商工

11

11

151

143

22

3.30

その他

12

7

11

146

13

5

土木

5

14

31

13 10

合　　計

公営企業等会計部門計

民生

衛生

一
般
行
政
部
門

病院

49総務

区 分

市 区 町 村 長

備　　　　考

議 長

報

酬

市 区 町 村 長

議 員

　　（27年度支給割合）

議 長

議 員

農水

　　（27年度支給割合）

副 議 長

消防部門

638,000

税務

給

料

副 議 長

230,000

町 長

180,000

期
末
手
当

普通会計計

普
通
会
計
部
門

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

教育部門

退
職
手
当

議会

小　計

4.20

0

49

11

12

25

86

0

5

5

7水道・下水道
　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

7 7

△ 1

160

0

7

185

4

2

189

7

18

146

11

18

33

141

33

-

45 47

325

- -

170

46

100 98

２６年

12

24

-

168 173

12

169 159

2

- -

6



（2)年齢別職員構成の状況（２８年４月１日現在） まだ

　

(3)職員の採用及び退職等の状況 （平成28年度)

※　退職欄「その他」は、分限処分者等が含まれる。

（4）　職員採用試験の状況 （平成28年度）

ア　実施日

イ　採用試験の実施状況

【人】 Ａ 【人】 Ｂ 【人】 Ｂ/Ａ　【％】 数 【人】 Ｄ 【人】 Ｂ/Ｄ　【倍】

100.0%

若干名

若干名

0

第1次合格者 最終合格者数 競争倍率

以上

6

100％

～

51歳

人

16

合　計

59歳

～

0

0

8

0

0

0.0%

0

第2次試験

5

0

最終合格発表日

60歳

計

人

185

56歳

区　分

12

23歳未満

18

52歳24歳

～

28歳

～

20歳 32歳

～

20歳

人

33.3%

土木職

人

2

人

公 安 職

合 計

医 療 職

採　用

職員数

福 祉 職

0

8.0

0

22

0

0

1

0

4

2

採用予定数

人

構成比（ ％）

0

0

0

13

91

11

2

4

10月24日

職　　　種

0

0

0.0%66.7%

0

0

0

39歳

0

人

技 能 労 務 職
～

定　年

保育士職

保育士職

事務職【Ⅰ】

勧　奨

6

第1次試験

一 般 行 政 職

10月24日

2

教 育 職

～

0

退　　　　　職

44歳

2023

事務職【Ⅰ】

4.0

1.0

9月18日

9月18日

保健師職

申込者数

11月18日

9月18日

11月18日

10月24日

11月18日

10月24日

11月18日

8

人

～

人

55歳

22

人

～

48歳

0

37

0

～

0

2

47歳35歳 43歳

その他

40歳

保健師職

受験率

11

受験者数

若干名 87.0%

8

1 100.0%

0

0

27歳

19

00

0

人

10

0

自己都合

17

0 0

31歳

人人

土木職 9月18日

36歳

若干名

職　　　種

2100.0%2 1.0

13

2

0

5

10

15

20

25

構成比

５年前の構成比

%

7



７　職員の勤務時間　　　※全職種７　職員の勤務時間　　　※全職種７　職員の勤務時間　　　※全職種７　職員の勤務時間　　　※全職種

①

②

日

休暇の種類
１公民権行使休暇
２裁判員、証人、鑑定人、参考人等として

３骨髄提供休暇
４ボランティア休暇 ５日以内
５婚姻休暇 連続する５日以内
６妊娠中又は出産後の通院休暇 必要と認める時間
７分娩休暇 予定日前６週間～後８週間目に当たる日までの期間
８育児休暇 １日２回それぞれ３０分以内の期間
９配偶者出産休暇 ２日以内
１０男性職員の育児参加休暇 ５日以内
１１子の看護休暇 ５日以内
１２忌引き 必要と認める期間
１３父母の祭日休暇 １日
１４夏季休暇 ５日以内
１５感染症まん延防止休暇
１６住居喪失・損壊休暇
１７非常災害交通遮断休暇

１９生理休暇

（４）育児休業及び育児部分休業の取得状況 （平成27年度)
平成27年度中に新たに育児休業が取得可能となった

育児休業 部分休業 職員（育児休業 うち育児休業 うち部分休業
取得者 取得者 等対象者数) 取得者数 取得者数

※１　「育児休業取得者」、「部分休業取得者」及び「うち両休業取得者」欄の上段は、平成27年度に新たに

　育児休業(部分休業)を取得した者、下段は、育児休業(部分休業)の期間が平成26年度から27年度にかけて

　引き続いている者の数。

※２　「育児休業取得者数」、「部分休業取得者数」および「うち両休業取得者数」欄の上段の平成27年度に新たに育児休業を

　取得した者の数には、「平成27年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員で育児休業（部分休業）した職員」と

　「平成26年度中に育児休業が取得可能となったが、平成26年度に新規に育児休業（部分休業）した職員」の両方が含まれるので

　「平成27年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員のうち、育児休業取得者数」、「平成27年度中に新たに育児休業が

　可能となった職員のうち部分休業取得者数」及び「平成26年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員のうち両休業取得者

　数」の各々と必ずしも一致するわけではなく、また下回ることはない。

（５）介護休暇の取得状況 （平成27年度)
介護休暇
取得者

0

その都度必要と認める期間

１週間の勤務時間

開始時刻 その他終了時刻

１８交通機関の事故等による不可抗力休暇

6

合　計 その他

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間

12時00分

5

2

一般職員の勤務時間

17時15分

　の官公署出頭休暇

0

その都度必要と認める期間

平成２７年１月１日～平成２７年１２月３１日の平均使用日数

8時30分 ～

その都度必要と認める期間

13時00分

0
0

（３）特別休暇等の状況（平成２７年）

0

6.8

その都度必要と認める期間

0

8
0

0

0

6

その都度必要と認める期間

３８時間４５分

6
合　計

0

0

0

0

0
0

（２）一般職員の年次有給休暇の使用状況

6
6

1

その都度必要と認める期間

男性職員 0
時間型中心

5

0

休　　暇　　の　　取　　得　　形　　式

女性職員
0

0
00

00

1

合　計

0

（１）勤務時間の状況（平成２８年４月１日現在）

男性職員

女性職員

休憩時刻

全日型中心

0

8



８　職員の分限及び懲戒　　　※全職種８　職員の分限及び懲戒　　　※全職種８　職員の分限及び懲戒　　　※全職種８　職員の分限及び懲戒　　　※全職種
（１）分限処分数（平成２７年度）

（２）処分事由別分限処分件数
（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

勤務実績が良くない場合

（法第28条第1項第1号)

心身の故障の場合

（法第28条第1項第2号、第2項第1号)

職に必要な適格性を欠く場合

（法第28条第1項第3号）

職制等の改廃等により過員等を生じた場合

（法第28条第1項第4号）

刑事事件に関し起訴された場合

(法第28条第2項第2号)

条例に定める事由による場合

(法第27条第2項)

※１　処分件数は、１つの事案に対して複数の処分事由が存在するため延数で計上
※２　法とは地方公務員法をいう。

（３）懲戒処分者数　（平成27年4月1日～平成28年3月31日)

（４）処分事由別懲戒処分件数 (平成27年4月1日～平成28年3月31日）

法令違反
（法第29条第1項第1号)
職務上の義務違反又は怠慢
（法第29条第1項第2号)
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行
（法第29条第1項第3号）

※１　処分件数は、１つの事案に対して複数の処分事由が存在するため延数で計上
※２　法とは地方公務員法をいう。

1

-

-
休　職

1

1

合　計

降任 合計休職 降給 失職免職

0

失　職

0

1

0

免職

0

0

0

1

0 1

0

1

0

-

0

0

0

降　任 降　格

戒　告
-

-

-

-

区　　　　分

1

免　職

免　職

合　　　　計

-

停　職

法第28条第4項により失職した者

合　計

1

1

-

0

合計

-

1

減給

減　給

100合　　　　計

停職

--

区　　　　分 戒告

- -

- -

-

-

9



９　職員の服務　　　※全職種９　職員の服務　　　※全職種９　職員の服務　　　※全職種９　職員の服務　　　※全職種

（１）服務規律の遵守（平成２７年度）

１０　職員の研修　　　※全職種１０　職員の研修　　　※全職種１０　職員の研修　　　※全職種１０　職員の研修　　　※全職種

○ 主な研修実績（平成２７年度）

１１　福利厚生（互助会）に係る支出について（平成２７年度決算）１１　福利厚生（互助会）に係る支出について（平成２７年度決算）１１　福利厚生（互助会）に係る支出について（平成２７年度決算）１１　福利厚生（互助会）に係る支出について（平成２７年度決算）

１２　　職員の福祉及び利益の保護１２　　職員の福祉及び利益の保護１２　　職員の福祉及び利益の保護１２　　職員の福祉及び利益の保護

（１）職員の厚生福利の実施状況（平成２７年度）
①職員の健康管理に関する取組状況

（２）職員の厚生福利の実施状況（平成２７年度）
①職員の健康診断の実施状況

自動車運転免許証の更新状況の確認 所属長が各人の免許証を確認

１５３名

１３５名
講師を本町へ招き、メンタル不調にならないための
対応、対策の研修を実施

検査項目

職員定期健康診断

臨時職員、非常勤嘱託職員のうち、居住する市町村の健康診断を
希望した者が受診した。

-

安全対策について問題点を指摘した。

職員の健康管理に関する取組 ・各種感染症予防や対応についての協議

134

基本健診

-住民健康診断

峡南医療センター富士川病院への業務委託により、全職員及び臨
時職員（社会保険取得者）を対象に検診を行った。
（ただし、共済組合助成の人間ドック及び他の医療機関での受診希
望者は除く）検査費用については、町が全額負担した。

項　　目

概要

啓発を庁内ＬＡＮを通じて行った。

平成１９年度以降、互助会等への公費負担は無し。

0.00%

基本健診

0

受診者数

129

対象者数

270

189

公費負担率

特に、職場におけるメンタルヘルス対策や、庁舎内・庁舎周辺の

会員数

共済組合からの助成により、人間ドックを希望する者が
自己負担で受診した。

山梨県市町村研修所研修

出張研修

人事評価制度の研修

会費

概要

互助会名

市川三郷町職員互助会

事業名

－－－

職員の健康管理に関する周知

公費

・市川三郷町安全衛生委員会の活動を通じて、職員の安全衛生に関する

人間ドック

（階層等） （人）

庁議等基づき、公務員としての自覚行動に
庁内ＬＡＮインフォメーション
職員への周知方法

のべ１０９名

の向上と住民ニーズの多様化・高度化に対応した効率的な業務体制の充実を図った。

対象職員
内　　　　　容

改革及び能力開発を進め、時代に適応した人材の育成を推進するとともに、住民サービス

議会議長
教育委員会

区分（研修名）

町長
任命権者 取組内容

平成１９年に策定した「人材育成基本方針」に基づき、職員研修計画を策定し、職員の意識

地方公務員法、町職員服務規程等に

講師を本町へ招き、マイナンバー制度が導入された
ことによる管理等の研修を実施

人事評価制度の施行のため、制度の理解訓練

該当職

全職員
指導者研修、評価者面談研修を実施

出張研修、自主研修 員及び

全職員

１７３名

希望者

及び完全定着を目的に目標設定研修、目標設定

参加者数

階層研修、専門研修、特別研修、実務研修

ついて周知徹底した。
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１３　公営企業職員の状況１３　公営企業職員の状況１３　公営企業職員の状況１３　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業(1)　水道事業(1)　水道事業(1)　水道事業
  　 ① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２７年４月１日現在の人数である。

イ　 特記事項

特になし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２８年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２８年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２８年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２８年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（27年度支給割合） （27年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

役職加算5～15％ 役職加算5～15％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２８年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

ウ　地域手当

該当なし

エ　特殊勤務手当

該当なし

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）※ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

　　　※職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成27年度決算）」と同じ年度の4月1日現在の総職員数（管理職員等、制度上

%

総費用に占める

区　　分

Ａ  

千円　

26年度の総費用に占　　実質収支

２７年度

総費用

める職員給与費比率Ｂ　

千円 %

職員給与費比率

△ 22,049

一人当たり

千円

514,785

7,924

千円

一人当たり給与費

（参考）２６年度平均

　　　　給与費 　　B/A　　計　　Ｂ

平均月収額

44.7

給　 料

　　　　千円

期末・勤勉手当

7.1164,038

千円人 千円

6,19112,687

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

3,0902

297,93338.9

1,673

1,634 1,465

399,820

29.145

6,344

市川三郷町

34.5825

25.55625

（一般行政・団体平均等）

0.75

2.60

基本給

１人当たり平均支給額（２７年度）

49.59

（一般行政職・団体平均等）

346,797

41.325

・定年前早期退職特例措置　（2％～20％）

41.325

49.59

20.445

29.145 34.5825

49.59

25.55625

1.60

20.445

217

49.5949.59

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２７年度に退職した
職員に支給された平均額である。

千円　

49.59

953

市川三郷町

２７年度

2.60 1.60

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ７ 年 度 決 算 ）

団 体 平 均

109職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ６ 年 度 決 算 ）

1.45

・定年前早期退職特例措置　（2％～20％）

市川三郷町

１人当たり平均支給額（２７年度）

千円

純損益又は

職員数
区　　分

職員手当

　　　　　　Ｂ／Ａ

7.712,687

　　　　　　Ａ

　時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

18,362

支 給 実 績 （ ２ ７ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ２ ６ 年 度 決 算 ）

232

464

1.45 0.75

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費
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カ　その他の手当（２８年４月１日現在）

円

円

円

一般行政職
の制度との異
同

一般行政職
の制度と異な
る内容

扶養手当

4（6）「その他の手当」を参照 同 なし 99,600

24 千円

（２７年度決算）

支給職員１人当たり

千円

支給実績

通勤手当

住居手当

手　当　名 内容及び支給単価 （２７年度決算）

528 264,000

平均支給年額

12,000

千円

200
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